
（３）社会教育振興事業団 

   名     称  一般財団法人 熊本市社会教育振興事業団 

事務所の所在地  中央区出水２丁目７番１号 

設 立 年 月 日  昭和６０年１２月２４日 

目 的  熊本市から社会体育施設及び社会教育施設の委託を受け、その施設の設置目的を効果的に達 

         成するための諸事業を実施し、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄 

         与することを目的とする。 

 

  運営管理（指定管理者および運営委託）する施設と事業 

   指定管理施設（協定期間：平成２６年度～平成３０年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   事業 

    体育・スポーツの振興、指導及び助言 

    青年の活動に関する相談、指導及び助言 

    熊本市から委託を受けた施設の管理運営 

    その他、目的を達成するために必要な事業 

 

   基本財産  ４２，０００千円 

 

（４）熊本市社会体育施設案内・予約システム 

  平成１２年４月システム運用開始 

  平成１７年１月システム改良 

  平成２２年６月熊本県・市町村公共施設予約システム運用開始 

 

  登録者の推移 

施 設 名 所 在 地 

熊本市総合体育館・青年会館 中央区出水 2丁目 7 番 1号 

熊本市田迎公園運動施設（浜線健康パーク） 南区良町 4丁目 8番 1 号 

南部総合スポーツセンター 南区白藤 5丁目 2番 1 号 

熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 南区荒尾 2丁目 1番 1 号 

託麻スポーツセンター 東区上南部 3丁目 22番 30号 

水前寺野球場 中央区水前寺 5 丁目 23 番 2号 

水前寺競技場 中央区水前寺 5 丁目 23 番 3号 

 

年度 

区分 
22 23 24 25 26 

個     人 18,422 24,923 31,130 37,464 45,527 

グ ル ー プ 4,928 6,095 7,367 8,230 9,223 

団体（総合型スポーツクラブ） 19 19 19 19 21 

利用全体に占めるシステム登録者の割合（%） 95.4 90.1 85.5 81.6 79.1 
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１ 都 市 計 画（都市政策課・開発景観課） 
 

 都市計画区域 

大正８年４月、都市計画法が公布され、翌９年１月より施行された同施行令の規定に基づき、大正１２年７月当時

の市域 ３，０７１ｈａの全域を都市計画区域と決定、その後隣接町村が市域に編入されるに従って都市計画区域も逐

次拡張され昭和３３年には、１４，５２４ｈａが都市計画区域として決定された。 

さらに、昭和４３年６月新都市計画法が施行されたことにより、昭和４６年５月１８日従来の市域だけの都市計画

区域から隣接町を包含する１市９町の熊本都市計画区域が指定された。 

熊本都市計画区域は、その後の市町合併や政令指定都市移行に伴う区域再編等により、現在、熊本市（旧城南町の

一部、旧河内町を除く）、合志市、菊陽町、益城町、嘉島町の行政区域で構成され、熊本市は熊本都市計画区域の中

核をなしている。 

  

戦前の都市計画 

 本市においては、大正１２年７月より都市計画法を適用し、計画の体系が次のように定められた。 

 

さらに、昭和６年、組合による区画整理が施行され、今日の土地区画整理事業の基をなしている。 

 街路事業の施行は、当初産業・交通及び軍事的要求にそった道路から着手されたが、当時施行された熊本駅・迎町

国道交差点を結ぶ産業道路、さらにそれを延長した子飼橋方面に通ずる道路及び水前寺体育館・健軍市電終点間の都

市計画道路は、現在の本市道路の根幹をなすものである。 

 

 戦後の都市計画 

 戦後、本市は戦災復興計画基本方針に基づき恒久的復興計画を策定した。 

 都市機能の向上、衛生面、都市美の増進等、近代都市としての形態を整えながら急速な復興が行われることを企画

し、また、これらの観点から戦前決定された都市計画について、根本的に検討を加え、適正を欠くものについてはこ

れを改めることとした。 

 この結果、昭和２１年、用途地域、都市計画道路を新たに計画決定し、同時に戦災地とその隣接地域における土地

区画整理事業として戦災復興土地区画整理事業が決定され、その後、防火・準防火地域や下水道、ごみ焼却場、汚水

処理場等の衛生・清掃施設が決定された。また、経済が向上し、道路事情が良くなるに伴い、住宅建設の気運が高ま

り郊外へ向け市街地の拡大現象が現れてきた。そのため、都市計画による区画整理が施行されており、さらに新しい

都市計画法により、昭和４６年には、無秩序な市街地の拡大を防止するため、市街化区域、市街化調整区域の決定が

なされた。 

昭和 3年  都市計画道路の決定   30路線 延長64,000m 

昭和 4年  用途地域決定   2,800.5ha 

       うち住居地域   1,730.2ha   工業地城  566.2ha 

       商業地域      395.7ha   未指定   lO8.4ha 

昭和 5年  風致地区の決定  1,070.59ha 

       本妙寺山、立田山、水前寺、八景水谷、江津湖、花岡山、万日山の７カ所 
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１ 都 市 計 画（都市政策課・開発景観課） 
 

 都市計画区域 

大正８年４月、都市計画法が公布され、翌９年１月より施行された同施行令の規定に基づき、大正１２年７月当時

の市域 ３，０７１ｈａの全域を都市計画区域と決定、その後隣接町村が市域に編入されるに従って都市計画区域も逐

次拡張され昭和３３年には、１４，５２４ｈａが都市計画区域として決定された。 

さらに、昭和４３年６月新都市計画法が施行されたことにより、昭和４６年５月１８日従来の市域だけの都市計画

区域から隣接町を包含する１市９町の熊本都市計画区域が指定された。 

熊本都市計画区域は、その後の市町合併や政令指定都市移行に伴う区域再編等により、現在、熊本市（旧城南町の

一部、旧河内町を除く）、合志市、菊陽町、益城町、嘉島町の行政区域で構成され、熊本市は熊本都市計画区域の中

核をなしている。 

  

戦前の都市計画 

 本市においては、大正１２年７月より都市計画法を適用し、計画の体系が次のように定められた。 

 

さらに、昭和６年、組合による区画整理が施行され、今日の土地区画整理事業の基をなしている。 

 街路事業の施行は、当初産業・交通及び軍事的要求にそった道路から着手されたが、当時施行された熊本駅・迎町

国道交差点を結ぶ産業道路、さらにそれを延長した子飼橋方面に通ずる道路及び水前寺体育館・健軍市電終点間の都

市計画道路は、現在の本市道路の根幹をなすものである。 

 

 戦後の都市計画 

 戦後、本市は戦災復興計画基本方針に基づき恒久的復興計画を策定した。 

 都市機能の向上、衛生面、都市美の増進等、近代都市としての形態を整えながら急速な復興が行われることを企画

し、また、これらの観点から戦前決定された都市計画について、根本的に検討を加え、適正を欠くものについてはこ

れを改めることとした。 

 この結果、昭和２１年、用途地域、都市計画道路を新たに計画決定し、同時に戦災地とその隣接地域における土地

区画整理事業として戦災復興土地区画整理事業が決定され、その後、防火・準防火地域や下水道、ごみ焼却場、汚水

処理場等の衛生・清掃施設が決定された。また、経済が向上し、道路事情が良くなるに伴い、住宅建設の気運が高ま

り郊外へ向け市街地の拡大現象が現れてきた。そのため、都市計画による区画整理が施行されており、さらに新しい

都市計画法により、昭和４６年には、無秩序な市街地の拡大を防止するため、市街化区域、市街化調整区域の決定が

なされた。 

昭和 3年  都市計画道路の決定   30路線 延長64,000m 

昭和 4年  用途地域決定   2,800.5ha 

       うち住居地域   1,730.2ha   工業地城  566.2ha 

       商業地域      395.7ha   未指定   lO8.4ha 

昭和 5年  風致地区の決定  1,070.59ha 

       本妙寺山、立田山、水前寺、八景水谷、江津湖、花岡山、万日山の７カ所 
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（１）用途地域（都市政策課） 

 熊本都市計画用途地域（別添折込図） 

   用途地域の規模 

区   分 

熊本都計区域 市    域 

容積率 

 

％ 

建ぺい率 

 

％ 

後退距離 

 

ｍ 

高さの 

限度 

ｍ 

面積 

 

ha 

構成比 

 

％ 

面積 

 

ha 

構成比 

 

％ 

 

 

全 市 域 

面積対比 

％ 

第一種低層 

住居専用地域 
1,444.3 11.5 1,068 9.9 2.7 

60 

80 

100 

30 

40 

50 

1.0 

1.0 

1.0 

10 

10 

10 

第二種低層 

住居専用地域 
155.5  1.2  107 1.0  0.3  

80 

80 

100 

100 

40 

40 

50 

50 

1.0 

－ 

1.0 

－ 

10 

10 

10 

10 

第一種中高層 

住居専用地域 
3,180.6 25.3 2,562 23.7 6.6  

100 

150 

200 

40 

60 

60 

－ － 

第二種中高層 

住居専用地域 
2,754.2 21.9 2,552  23.6  6.6 

100 

150 

200 

50 

60 

60 

－ － 

第一種住居地域 1,394.2 11.1 1,176 10.9  3.0  200 60 － － 

第二種住居地域 727 5.8 641  5.9  1.6  200 60 － － 

準 住 居 地 域 274.9  2.2  224  2.1  0.6  200 60 － － 

近隣商業地域 578.8 4.6 539 5.0  1.4 
200 

300 
80 － － 

商 業 地 域 385 3.1 385 3.6 1.0 

400 

500 

600 

80 － － 

準 工 業 地 域 1,193.4 9.5  1,176  10.9  3.0 200 60 － － 

工 業 地 域 495.7  3.9  366  3.4  0.9 200 60 － － 

合 計 12,583.6  100.0 10,796 100.0  27.7     

 

   （平27.5.29現在） 

 近年の都市計画 

その後、市街地形成の状況及び住宅地需給の実態をふまえ、昭和５６年４月２日に市街化区域及び市街化調整区域の第

１回の見直しが行われるとともに、昭和５８年４月３０日には、流通業務団地予定地（約５３ｈａ）が市街化区域に編入

され、平成３年２月１日の飽託四町との合併等を経て、平成１１年３月３１日に第３回の市街化区域、市街化調整区域の

さらなる見直しが行われた。平成１５年４月９日には、熊本港地区（約５３ｈａ）が市街化区域に編入された。その後、

平成２１年５月２９日の第４回見直し、平成２４年４月１日の政令指定都市移行に伴う区域再編、平成２７年５月２９日

の第５回見直しを経て、現在、熊本都市計画区域面積は５２，７４０ｈａで、うち市街化区域１２，５８３ｈａ、市街化

調整区域４０，１５７ｈａである。熊本市はこの区域全体の６７．２％（３５，４３３ｈａ）、市街化区域の８５．８％

（１０，７９５．４ｈａ）、市街化調整区域の６１．４％（２４，６３７．６ｈａ）を占めている。 

 市街化区域については、平成４年の都市計画法及び建築基準法の一部改正に伴い、住環境の保護、市街地形態の多様化

に対応するため、平成８年６月に用途地域の変更を実施している。 

土地の高度利用と都市機能の更新を図るため、昭和６１年３月に熊本駅前北地区、平成８年８月に手取本町地区、平成

１０年９月に上通Ａ地区、平成１７年１０月に熊本駅前東Ａ地区、平成２６年４月に桜町地区に高度利用地区を決定し、

地区の特性にふさわしいまちづくりのために、これまで１８地区で地区計画を決定している。 

市街化調整区域については、農林漁業との健全な調和を図り合理的な土地利用を図っている。 

 

（３）風致地区（都市政策課） 

名  称 面 積（ha） 位      置 

花岡山・万日山 約   77 横手1・2・3丁目、春日4・5・6丁目、池上町、戸坂町 

八 景 水 谷 約   10 八景水谷1丁目 

立  田  山 約  345 
清水町大字兎谷、兎谷2・3丁目、龍田3丁目、龍田陣内1・2丁目、 

清水万石1・2・4・5丁目、室園町、黒髪4・5・6・7・8丁目 他 

水  前  寺 約   10 水前寺公園 

江  津  湖 約  238 
出水1・2丁目、江津1丁目、健軍4・5丁目、湖東2・3丁目、 

神水本町、広木町、水源1丁目、江津3丁目、下江津1・5・6丁目 他 

本 妙 寺 山 約  551 島崎5・6・7丁目、花園4・6・7丁目、谷尾崎町 他 

千  金  甲 約  367 
谷尾崎町、池上町、上松尾町、中松尾町、上高橋町、小島8丁目、 

小島9丁目 他 

計 約1,598  

（４）駐車場整備地区（都市政策課） 

位  置 面  積（ha） 指 定 年 月 日 

市 中 心 街 約143.9 昭和45年4月10日 

（５）防火地域及び準防火地域（都市政策課） 

地  域  名 面  積 （ha） 

防 火 地 域 約 118.0 

準 防 火 地 域 約1,490.0 

種 類 
面 積 

（ha） 

建築物の容積率の最高限度 

及 び 最 低 限 度 
建 築 物 の 

建 ぺ い 率 の 

最 高 限 度 

建築物の建築面積の最低限度 

（㎡） 

最高限度 最低限度 

熊本駅前北地区 約0.5 60／10 20／10 8／10 200 

手 取 本 町 地 区 約1.0 70／10 30／10 7／10 200 

上 通 Ａ 地 区 約1.1 
70／10 

50／10 

30／10 

20／10 
7／10 200 

熊本駅前東Ａ地区 約1.4 60／10 20／10 8／10 200 

桜 町 地 区 約3.7 60／10 20／10 8／10 200 

合 計 約7.7 － － － － 

（２）高度利用地区（都市政策課） 

   （平27.5.29現在） 

   （平27.5.29現在） 

   （平27.5.29現在） 

  （平27.5.29現在） 
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（１）用途地域（都市政策課） 

 熊本都市計画用途地域（別添折込図） 

   用途地域の規模 

区   分 

熊本都計区域 市    域 

容積率 

 

％ 

建ぺい率 

 

％ 

後退距離 

 

ｍ 

高さの 

限度 

ｍ 

面積 

 

ha 

構成比 

 

％ 

面積 

 

ha 

構成比 

 

％ 

 

 

全 市 域 

面積対比 

％ 

第一種低層 

住居専用地域 
1,444.3 11.5 1,068 9.9 2.7 

60 

80 

100 

30 

40 

50 

1.0 

1.0 

1.0 

10 

10 

10 

第二種低層 

住居専用地域 
155.5  1.2  107 1.0  0.3  

80 

80 

100 

100 

40 

40 

50 

50 

1.0 

－ 

1.0 

－ 

10 

10 

10 

10 

第一種中高層 

住居専用地域 
3,180.6 25.3 2,562 23.7 6.6  

100 

150 

200 

40 

60 

60 

－ － 

第二種中高層 

住居専用地域 
2,754.2 21.9 2,552  23.6  6.6 

100 

150 

200 

50 

60 

60 

－ － 

第一種住居地域 1,394.2 11.1 1,176 10.9  3.0  200 60 － － 

第二種住居地域 727 5.8 641  5.9  1.6  200 60 － － 

準 住 居 地 域 274.9  2.2  224  2.1  0.6  200 60 － － 

近隣商業地域 578.8 4.6 539 5.0  1.4 
200 

300 
80 － － 

商 業 地 域 385 3.1 385 3.6 1.0 

400 

500 

600 

80 － － 

準 工 業 地 域 1,193.4 9.5  1,176  10.9  3.0 200 60 － － 

工 業 地 域 495.7  3.9  366  3.4  0.9 200 60 － － 

合 計 12,583.6  100.0 10,796 100.0  27.7     

 

   （平27.5.29現在） 

 近年の都市計画 

その後、市街地形成の状況及び住宅地需給の実態をふまえ、昭和５６年４月２日に市街化区域及び市街化調整区域の第

１回の見直しが行われるとともに、昭和５８年４月３０日には、流通業務団地予定地（約５３ｈａ）が市街化区域に編入

され、平成３年２月１日の飽託四町との合併等を経て、平成１１年３月３１日に第３回の市街化区域、市街化調整区域の

さらなる見直しが行われた。平成１５年４月９日には、熊本港地区（約５３ｈａ）が市街化区域に編入された。その後、

平成２１年５月２９日の第４回見直し、平成２４年４月１日の政令指定都市移行に伴う区域再編、平成２７年５月２９日

の第５回見直しを経て、現在、熊本都市計画区域面積は５２，７４０ｈａで、うち市街化区域１２，５８３ｈａ、市街化

調整区域４０，１５７ｈａである。熊本市はこの区域全体の６７．２％（３５，４３３ｈａ）、市街化区域の８５．８％

（１０，７９５．４ｈａ）、市街化調整区域の６１．４％（２４，６３７．６ｈａ）を占めている。 

 市街化区域については、平成４年の都市計画法及び建築基準法の一部改正に伴い、住環境の保護、市街地形態の多様化

に対応するため、平成８年６月に用途地域の変更を実施している。 

土地の高度利用と都市機能の更新を図るため、昭和６１年３月に熊本駅前北地区、平成８年８月に手取本町地区、平成

１０年９月に上通Ａ地区、平成１７年１０月に熊本駅前東Ａ地区、平成２６年４月に桜町地区に高度利用地区を決定し、

地区の特性にふさわしいまちづくりのために、これまで１８地区で地区計画を決定している。 

市街化調整区域については、農林漁業との健全な調和を図り合理的な土地利用を図っている。 

 

（３）風致地区（都市政策課） 

名  称 面 積（ha） 位      置 

花岡山・万日山 約   77 横手1・2・3丁目、春日4・5・6丁目、池上町、戸坂町 

八 景 水 谷 約   10 八景水谷1丁目 

立  田  山 約  345 
清水町大字兎谷、兎谷2・3丁目、龍田3丁目、龍田陣内1・2丁目、 

清水万石1・2・4・5丁目、室園町、黒髪4・5・6・7・8丁目 他 

水  前  寺 約   10 水前寺公園 

江  津  湖 約  238 
出水1・2丁目、江津1丁目、健軍4・5丁目、湖東2・3丁目、 

神水本町、広木町、水源1丁目、江津3丁目、下江津1・5・6丁目 他 

本 妙 寺 山 約  551 島崎5・6・7丁目、花園4・6・7丁目、谷尾崎町 他 

千  金  甲 約  367 
谷尾崎町、池上町、上松尾町、中松尾町、上高橋町、小島8丁目、 

小島9丁目 他 

計 約1,598  

（４）駐車場整備地区（都市政策課） 

位  置 面  積（ha） 指 定 年 月 日 

市 中 心 街 約143.9 昭和45年4月10日 

（５）防火地域及び準防火地域（都市政策課） 

地  域  名 面  積 （ha） 

防 火 地 域 約 118.0 

準 防 火 地 域 約1,490.0 

種 類 
面 積 

（ha） 

建築物の容積率の最高限度 

及 び 最 低 限 度 
建 築 物 の 

建 ぺ い 率 の 

最 高 限 度 

建築物の建築面積の最低限度 

（㎡） 

最高限度 最低限度 

熊本駅前北地区 約0.5 60／10 20／10 8／10 200 

手 取 本 町 地 区 約1.0 70／10 30／10 7／10 200 

上 通 Ａ 地 区 約1.1 
70／10 

50／10 

30／10 

20／10 
7／10 200 

熊本駅前東Ａ地区 約1.4 60／10 20／10 8／10 200 

桜 町 地 区 約3.7 60／10 20／10 8／10 200 

合 計 約7.7 － － － － 

（２）高度利用地区（都市政策課） 

   （平27.5.29現在） 

   （平27.5.29現在） 

   （平27.5.29現在） 

  （平27.5.29現在） 
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